
　
国
内
の
工
業
の
実
態
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
調
査
が
実
施
さ
れ

ま
す
。
な
お
、
個
人
情
報
は
、
統

計
法
に
基
づ
き
保
護
さ
れ
ま
す
。

●

調
査
基
準
日
　
12
月
31
日

●

調
査
対
象
　
製
造
業
に
属
す
る

　
事
業
所
（
従
業
者
が
４
人
以
上
）

※
12
月
中
旬
〜
平
成
27
年
１
月
ご

ろ
に
調
査
員
が
伺
い
ま
す
。

●

問
合
先  

情
報
広
報
課
市
民
サ
ー

　
ビ
ス
係
（
　
☎
㉓
５
４
９
１
）

　
家
庭
内
の
も
め
ご
と
や
近
隣
と

の
ト
ラ
ブ
ル
の
ほ
か
、
女
性
や
子

ど
も
、
高
齢
者
へ
の
虐
待
、
差
別

な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
人
権
問
題
に
つ

い
て
無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

●

日
　
時
　

　
平
成
27
年
１
月
７
日
（
水
）

　
　
　  

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

●

場
　
所
　
東
山
代
公
民
館

●

担
　
当
　
人
権
擁
護
委
員

荒
木
　
邦
明
さ
ん

山
本
　
和
良
さ
ん

●

問
合
先
　
佐
賀
地
方
法
務
局
伊

　
万
里
支
局
（
☎
㉓
２
４
９
２
）

　
母
子
・
父
子
家
庭
や
寡
婦
の
子

ど
も
の
進
学
な
ど
を
支
援
す
る
た

め
、
修
学
資
金
お
よ
び
就
学
支
度

金
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
ま
す
。

●

対
象
者
　
平
成
27
年
度
に
高
等

学
校
や
大
学
な
ど
に
入
学
を
予

定
し
て
い
る
子
ど
も

※
ほ
か
の
奨
学
金
な
ど
と
の
重
複

や
、
市
税
な
ど
に
滞
納
が
あ
る 

場
合
は
、
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

●

申
請
ま
で
の
流
れ
　

①
電
話
ま
た
は
直
接
窓
口
で
、
事

前
に
貸
し
付
け
要
件
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

②
要
件
を
満
た
す
場
合
、
面
接
を

行
い
ま
す
（
要
件
確
認
後
に
予

約
し
て
く
だ
さ
い
）。

③
申
請
書
類
は
、
面
接
と
並
行
し

て
随
時
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●

申
請
期
間
　

　
平
成
27
年
１
月
５
日
（
月
）
〜

２
月
27
日
（
金
）

※
市
役
所
開
庁
日
（
木
曜
日
を
除

く
）
の
午
前
10
時
か
ら
午
後
３

時
ま
で
受
け
付
け
ま
す
。

●

そ
の
他  

ほ
か
の
資
金
に
つ
い
て

　
は
、
別
途
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

●

申
請
・
問
合
先
　

▽
福
祉
課
子
育
て
支
援
室

（
　
☎
㉓
２
１
７
４
）

▽
母
子
相
談
室
（
☎
㉓
２
１
８
３
）

お
知
ら
せ

『
工
業
統
計
調
査
』
に

ご
回
答
く
だ
さ
い

無
料
特
設
人
権
相
談

母
子
・
父
子
家
庭
、寡
婦
へ
の

修
学
資
金
な
ど
の
貸
付

個人で新たな場所に
墓を建てることはできません

　自分が所有する土地（※）であっても、個人で
新たに墓を建てることは、法律で禁止されています

（墓の新設が認められているのは、宗教法人などに
限られます）。

（※）土地の地目が『墓地』の場合を除きます。

《改葬について》
　改葬（市内の墓地または納骨堂に埋葬されてい

る遺骨を別の場所に移すこと）を行う場合は、
市への申請が必要です。

▷申請書類
①改葬許可申請書
②改葬先の管理者が同意したことを証明できる書類
（受け入れ証明書、契約書の写しなど）

※その他、承諾書や委任状を提出しなければなら
　ない場合があります。
● 申請・問合先　
　環境課生活環境係（　☎㉓２１４４）

知っていますか

公的年金を受給している人も、
児童扶養手当を一部受給できる場合があります

　ひとり親家庭の父または母などが、公的年金（遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など）を受給
している場合、これまで児童扶養手当を受給できませんでしたが、法改正により、平成 26 年 12 月１日から、年金
額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

● 児童扶養手当（差額分）を受給できる場合　
▷子どもを養育する父や母、養育者などが、低額の老齢年金を受給している場合
▷母子家庭または父子家庭で、子どもが低額の遺族年金のみを受給している場合　など
● 受給のための手続き　
　児童扶養手当（差額分）を受給するためには、市への申請が必要です。
※ 差額分を支給するにあたっては、いくつか要件がありますので、詳しい内容は問い合わせてください。
● 支給開始時期について　
　児童扶養手当（差額分）は、申請の翌月分から支給します。ただし、平成 26 年 12 月１日現在で支給要件を満た

している人が、平成 27 年３月末日までに申請した場合は、平成 26 年 12 月から平成 27 年３月までの手当を平
成 27 年４月に支給します。

《児童扶養手当とは》父子家庭または母子家庭などの『ひとり親家庭』で、18 歳以下（中度以上の障害を有する
場合は 20 歳未満）の子どもを養育する父または母などに支給される手当金

● 申請・問合先　福祉課子育て支援室（　 ☎㉓２１７４）
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緑
の
募
金
へ
の
ご
協
力
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
寄
せ
ら
れ

た
募
金
は
、
国
内
外
の
森
林
整
備

な
ど
に
活
用
さ
れ
ま
す
。

▽
家
庭
募
金
　 

28
万
３
５
０
円

▽
学
校
募
金
な
ど
　３万
４
５
３
７
円

●

問
合
先
　
農
山
漁
村
整
備
課
内

　
美
し
い
緑
の
郷
土
づ
く
り
県
民

運
動
伊
万
里
市
推
進
協
議
会

（
☎
㉓
２
５
９
１
）

　
国
内
の
一
部
の
地
域
で
は
、
植

物
に
被
害
を
与
え
る
病
害
虫
が
発

生
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
病
害

虫
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、

植
物
防
疫
法
に
よ
り
、
特
定
の
植

物
の
持
ち
出
し
が
規
制
さ
れ
て
い

ま
す
。

●

対
象
地
域  

沖
縄
県
（
全
域
）、
鹿

　
児
島
県
（
奄
美
群
島
、
ト
カ
ラ

列
島
）、東
京
都
（
小
笠
原
諸
島
）

●

対
象
植
物
　
か
ん
き
つ
類
の
苗

　
木
や
サ
ツ
マ
イ
モ
な
ど

●

問
合
先
　
門
司
植
物
防
疫
所
伊

　
万
里
出
張
所
（
☎
㉘
２
５
７
３
）

●

応
募
資
格
　

▽
市
内
に
居
住
し
、
身
体
障
害
者

手
帳
や
療
育
手
帳
、
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
な
ど
を
持
っ

て
い
る
人

▽
市
内
出
身
で
、
市
外
の
福
祉
施

設
に
入
所
し
て
い
る
人

●

応
募
作
品
　

　
書
、
絵
画
、
写
真
、
手
芸
品
、

工
芸
品
、
作
文
、
詩
、
短
歌
、

俳
句
な
ど

※
自
作
の
も
の
に
限
り
ま
す
。

●

応
募
点
数
　
１
人
３
点
ま
で

※
応
募
者
全
員
に
参
加
賞
を
準
備

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
優
秀
作

品
は
表
彰
し
ま
す
。

※
応
募
方
法
や
作
品
の
大
き
さ
な

ど
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●

募
集
期
限
　

　
平
成
27
年
２
月
18
日
（
水
）

《
作
品
展
示
》

●

展
示
期
間
　

　
平
成
27
年
２
月
28
日
（
土
）
〜

３
月
２
日
（
月
）

●

展
示
場
所
　
市
民
セ
ン
タ
ー

●

応
募
・
問
合
先
　
伊
万
里
・
有
田

　
障
害
者
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー

（
　
☎
㉓
３
５
１
２
）

　
伊
万
里
湾
の
水
辺
に
生
息
す
る

ツ
ル
や
野
鳥
の
観
察
を
通
し
て
、

私
た
ち
の
暮
ら
し
を
見
つ
め
て
み

ま
せ
ん
か
。

●

日
　
時
　
平
成
27
年
１
月
18
日

　（
日
）
午
前
９
時
〜
11
時
50
分

※
小
雨
の
場
合
も
決
行
し
ま
す
。

●

場
　
所
　

　
東
山
代
町
長
浜
干
拓
周
辺

※
集
合
場
所
は
東
山
代
公
民
館

（
徒
歩
で
現
地
へ
移
動
）

●

指
　
導
　

　
日
本
野
鳥
の
会
佐
賀
県
支
部

●

応
募
資
格
　
市
内
小
・
中
学
生
と

　
そ
の
保
護
者

●

募
集
人
員
　
10
組
（
先
着
順
）

●

参
加
料
　

　
１
人
50
円
（
保
険
料
な
ど
）

●

応
募
方
法
　

　
市
内
各
小
・
中
学
校
ま
た
は
各

町
公
民
館
に
備
え
付
け
の
申
込

書
に
記
入
し
、
郵
送
か
フ
ァ
ッ

ク
ス
、
も
し
く
は
直
接
持
参
に

よ
り
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
電
話
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

●

募
集
期
限
　
12
月
25
日
（
木
）

●

応
募
・
問
合
先
　

　
〒
８
４
８
‐
０
０
４
５
　
松
島

町
73
‐
１
　
歴
史
民
俗
資
料
館

（
　
☎
㉒
７
１
０
７
）

（
　
㉒
７
９
０
０
）

●

募
集
訓
練
科
名
・
定
員
　

　
電
気
制
御
技
術
科
（
40
歳
未
満

対
象
）　
15
人

●

訓
練
期
間
　

　
平
成
27
年
３
月
６
日
（
金
）
〜

８
月
21
日
（
金
）

●

場
　
所
　

　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
佐
賀

●

受
講
料
　
無
料
（
別
途
、
テ
キ

ス
ト
代
な
ど
の
個
人
負
担
あ
り
）

●

応
募
資
格
　

　
新
た
な
職
業
に
就
こ
う
と
す
る

求
職
者
で
、
受
講
意
欲
が
あ
り
、

公
共
職
業
安
定
所
長
か
ら
受
講

指
示
ま
た
は
推
薦
を
受
け
た
人

●

募
集
期
間  

12
月
22
日
（
月
）
〜

平
成
27
年
２
月
３
日
（
火
）

●

筆
記
試
験
・
面
接
日
　

　
平
成
27
年
２
月
10
日
（
火
）

●

応
募
先
　

　
伊
万
里
公
共
職
業
安
定
所

●

問
合
先
　

　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
佐
賀

（
☎
０
９
５
２
㉖
９
５
１
６
）

お
知
ら
せ

年末・年始は

お休みします
　市役所の一般業務は、12月27日（土）から１月４日

（日）まで休業します（12 月 27 日、１月４日は週休日）。
ただし、出生や死亡、婚姻などの戸籍の届出は、当
直室で受け付けます。
　なお、主な施設 ･ 業務の休業日は次のとおりです。

【 施　設 】
▶市民図書館………………… 12月28日〜１月３日
▶市民センター、市民会館… 12月29日〜１月３日
▶国見台公園………………… 12月29日〜１月３日

【 業　務 】
▶ごみの収集………………… １月１日〜１月４日
※ 期間中は、集積所にごみを出さないでください。
▶し尿の汲み取り…………… 12月30日〜１月４日

犬の捕獲と猫の引き取りなど
【年末年始の休業期間】
▶犬の捕獲……………… 12月27日〜１月４日
▶犬・猫の引き取り…… 12月25日午後〜１月４日
● 問合先　伊万里保健福祉事務所（☎㉓２１０１）

ぼ
し
ゅ
う
『
伊
万
里
の
野
鳥

探
検
隊
』
参
加
者

緑
の
募
金
（
秋
期
）

お

礼

と

報

告

一
部
地
域
か
ら
の
植
物

持
ち
出
し
に
注
意

『
ふ
れ
あ
い
障
害
者

文
化
祭
』
出
展
作
品

FAX

職
業
訓
練
受
講
生（
６
か

月
コ
ー
ス
・
企
業
実
習
付
）
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